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11 応急手当普及員の認定等 

⑴ 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組

織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導、及び応急手当指導員が指導する上級救命講

習の補助に従事することができるものとする。 

⑵ 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる

者について、消防長が認定する。 

Ⅰ 別表８に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者 

Ⅱ 次のアからウのいずれかに該当する者で別表９に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した

者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去２年以内に消防機関に在職していた者で普及

啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することが

できる。 

   ア 救急救命士の資格を有する者     

イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していたもの     

ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者 

Ⅲ 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防

長が認める者 

⑶ 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであ

れば、別表８の２「現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習Ⅰの時間数」にならっ

て講習時間を短縮し実施することも可能とする。 

14 応急手当普及員の資格の有効期限 

応急手当普及員の認定（前掲 11 ⑵ Ⅲに定める者に関するものを除く。）については、資格

認定日から３年（資格認定時に消防機関に在籍していた者については、消防機関を退職した日

から３年）で失効するものとする。ただし、失効日から概ね３ヵ月以内に別表１０に定める応

急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに３年間有効とし、それ以降も同様とする。 

16 認定の取り消し 

消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員（以下「応急手当指導員等」という。）が応急

手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。 

 

 

 

 

 



別表８ 応急手当普及員講習Ⅰ 

項  目 時間(分) 

基礎的な知識技能 基礎知識（講義） １２０ 

５４０ 救命に必要な応急手当の基礎実技 ２４０ 

その他の応急手当の基礎実技 １８０ 

指導要領 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 ３００ 

７８０ 

救命に必要な応急手当の指導要領心肺蘇生法に関

する知識の確認（筆記試験）心肺蘇生法の指導

に関する実技の評価（実技試験）  を含む 
３６０ 

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 １２０ 

効果測定・指導内容に関する質疑への対応 １２０ 

合計時間 １,４４０ 

（注） 

・ 「基礎知識（講義）」とは、応急手当指導員（普及員）認定制度、応急手当の重要性、応急手

当の対象者   等に関する知識を意味する。 

・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。 

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法（感染防止を含む）を意味する。 

・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表８の２  現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習Ⅰの時間数 

 

基本時間 

養護教諭＋上

級救命受講済 

養護教諭＋普

通救命受講済 

養護教諭以外の教

諭 

＋上級救命受講済 

養護教諭以外の教

諭 

＋普通救命受講 

基礎知識（講義） １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 

救命に必要な応急手

当の基礎実技 
２４０ ０ ６０ ０ ６０ 

その他の応急手当の

基礎実技 
１８０ ０ １８０ ０ １８０ 

基礎医学・資器材の

取扱い要領・指導技

法 

３００ ６０ ６０ １８０ １８０ 

救命に必要な応急手

当の指導要領 
３６０ １８０ １８０ １８０ １８０ 

各種手当の組み合わ

せ・応用の指導要領 
１２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 

効果測定・指導内容

に関する質疑への対

応 

１２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 

合計時間（分） １４４０ ６００ ８４０ ７２０ ９６０ 

合計時間（時間） ２４ １０ １４ １２ １６ 

（注）教育機関の教員が指導技術を持つ専門職であることを踏まえ、受講者が所持する教員免許

の種類 

  （一定の医療知識の有無）及びこれまでに受講経験のある救命講習の種類（上級救命講習又は

普通救命講習）に応じて、応急手当普及員講習Ⅰの受講時間を短縮できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表９ 応急手当普及員講習Ⅱ 

項 目  時間(分) 

指導要領 指導技法 ６０ 

救命に必要な応急手当の指導要領心肺蘇生法に関

する知識の確認（筆記試験）心肺蘇生法の指導

に関する実技の評価（実技試験）  を含む 
１８０ 

合計時間  ２４０ 

（注） 

・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法（感染防止を含む）を意味する。 

・ 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。 

 


